
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各会派・無所属 討論 討論

主な議案に対する各会派の態度 賛成 反対

山
岡
光
広

小
西
喜
代
次

岡
田
重
美

橋
本
律
子

辻
重
治

土
山
定
信

田
中
新
人

橋
本
恒
典

谷
永
兼
二

山
中
善
治

田
中
喜
克

森
田
久
生

小
河
文
人

戎
脇
浩

山
中
修
平

里
見
淳

糸
目
仁
樹

白
坂
萬
里
子

田
中
將
之

堀
郁
子

鵜
飼
勲

竹
若
茂
國

林
田
久
充

甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例改正（市長と副市長の３カ月減給） 市長 森田久生 鵜飼　勲 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇

甲賀市税条例の一部改正（消費税増税を前提とするもの） 市長 戎脇　浩 小西喜代次 可決 ● ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

令和元年度甲賀市一般会計補正予算（第１号） 市長 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
退
席

〇

｛労働者協同組合法案」の早期制定を求める意見書 田中將之 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ●

地域事情に応じた小児救急医療体制の確保を求める意見書 山中善治 田中新人 なし 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

兵器の「爆買い」やめ、国民の暮らしを守る予算を拡充することを求める意見書 小西喜代次 山岡光広 糸目仁樹 否決 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 〇

日米ＦＴＡ（自由貿易協定）交渉の打ち切りを求める意見書 岡田重美 小西喜代次 辻　重治 否決 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 〇

後期高齢者の医療窓口負担を２割に引き上げることに反対する意見書 山岡光広 岡田重美 堀　郁子 否決 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 〇

提出 可否

共産党 志誠会凜風会

議
長
の
た
め
採
決
に
加
わ
ら
ず

公明党

討論なし

討論なし

無

 

 

 

 ６月定例議会は６月６日から７月１日まで開かれました。１４議案のうち日本共産党議

員団は、消費税増税を前提にした市税条例の一部改正に理由を述べて反対。また日本共産

党から３件の、公明党から１件、超党派で１件の意見書が提出されました。主な議案と意

見書に対する各議員の態度は下記の通り。 

 

２０１９年 ７月 １０日   第２７０号 

 

小西喜代次 
信楽町勅旨 456 

℡  83-0765 

Fax 83-0765 

山岡 光広 
甲南町森尻 16 

℡  86-2985 

Fax 86-0415 

岡田 重美 
土山町南土山甲 78-15 

℡  66-0696 

Fax 66-0696 

滋賀県が計画している小児救急医療体制の再編（ブロック化） 
滋賀県の名称案 施設名 役割 

高度小児救急医療機関 滋賀医科大学医学部付属病院 ・小児科医の安定供給 
・基幹病院での受入不可の患者の受入 

 
 
基幹小児医療救急機関 

大津赤十字病院 
済生会滋賀県病院 
近江八幡市立総合医療センター 
長浜赤十字病院 

・休日夜間の救急を受ける 
・通常時間帯の救急を受ける 
・通常時間帯の外来診療及び入院診療 

 
 
小児救急医療機関 

市立大津市民病院 
高島市民病院 
公立甲賀病院 
彦根市立病院 

・通常時間帯の救急を受ける 
・通常時間帯の外来診療及び入院診療 
・診察している患者の救急対応 
  （時間を問わず） 

 

 

小
児
科
医
不
足
・
小
児
医
療
の
高
度
化
な
ど
を
背
景

に
滋
賀
県
が
「
小
児
救
急
医
療
体
制
」
の
大
幅
な
再
編

（
上
表
）
を
計
画
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま

し
た
。
小
児
救
急
医
療
機
関
を
県
内
４
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク

に
わ
け
、
さ
ら
に
役
割
分
担
と
称
し
て
「
高
度
」「
基
幹
」

な
ど
に
仕
分
け
る
と
い
う
も
の
で
す
が
、
実
行
さ
れ
れ

ば
公
立
甲
賀
病
院
で
は
、「
休
日
・
夜
間
診
療
」
が
制
限

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

山
岡
光
広
議
員
は
一
般
質
問
で
「
地
域
医
療
の
後
退

に
つ
な
が
る
」
と
厳
し
く
問
題
点
を
指
摘
、
市
あ
げ
て

反
対
の
声
を
あ
げ
る
べ
き
と
求
め
ま
し
た
。 

  

市
長
は
「
当
市
と
し
て

は
、
小
児
科
医
が
少
な
く
、

二
次
小
児
救
急
医
療
機
関

で
あ
る
公
立
甲
賀
病
院
が

初
期
救
急
医
療
機
関
と
し

て
の
役
割
を
兼
ね
て
い
る

と
い
う
背
景
を
ふ
ま
え
、

（
県
の
）
再
編
後
も
公
立

甲
賀
病
院
の
小
児
科
医
が

現
状
通
り
確
保
さ
れ
、
県

が
示
す
役
割
分
担
に
と
ら

わ
れ
る
こ
と
な
く
、
土
日

の
小
児
救
急
な
ど
が
従
来

通
り
継
続
さ
れ
る
よ
う
働 

二次保健医療圏ごとの小児科医師数 

大 津 ８０人 １６３．９ 

湖 南 ６７人 １２５．４ 

甲 賀 １１人 ５３．８ 

東近江 ２８人 ８４．０ 

湖 東 １５人 ６５．５ 

湖 北 ２２人 ９７．８ 

湖 西 ６人 １００．１ 

 計 ２２９人 １１０．６ 

※左は実数／右は小児人口１０万人あたり。 

 

２
０
１
７
年
衆
院
小
選
挙
区
開

票
不
正
事
件
で
元
選
管
幹
部
職
員

は
公
選
法
違
反
で
処
分
が
確
定
し

ま
し
た
が
、
「
投
票
箱
は
ど
こ
に
あ

っ
た
の
か
」
「
な
ぜ
そ
う
い
う
判
断

を
し
た
の
か
」
な
ど
事
件
の
核
心
部

分
は
未
解
明
の
ま
ま
。
真
の
再
発
防

止
の
た
め
に
は
、
あ
ら
た
め
て
経
過

や
背
景
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
弁
護
士

に
よ
る
聞
き
取
り
調
査
報
告
書
も

市
民
に
公
開
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

 

か
け
て
い
く

…
」
と
答
弁

し
ま
し
た
。 

 

ま
た
こ
の

問
題
で
は
、

超
党
派
の
議

員
に
よ
る
県

へ
の
意
見
書

が
全
会
一
致

で
可
決
し
ま

し
た
。 


